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第１　構想の経緯と骨子

　新しい介護教育実践の志を持つ学長予定者等の教授達と、銚子市を知識産業のまちに再生し
たい私達市民とは、永く共有してきた理想を２年後に銚子市で花開かせたく、懸命に努力して
います。教授達は苦節30数年、伴走者の私達市民も10年を超す悲願です。
 私達市民が設立を目指すのは「学校法人太陽系学園」と「南東京ライフケア短期大学」です
が、「設置準備室」が令和２年12月５日、厳格な手続きに則り、法人ではない社団(野平匡邦理
事長）として正式に発足しました。
　なお、私が業務上の預り金として保有する遺産が１億円程度あり、相続人皆無でも「みなし
相続税」が相応に課税されます。税理士である理事と協力しつつ、課税庁である管轄税務署と
の緊張をはらむ協議を踏まえ、申告納税の10カ月の期限を意識しつつ、本社団に寄附し更に学
校法人が認可された時点で学校法人へ寄附するために、この社団は税務上の正式な課税対象と
しても発足しました。
 令和元年11月、重篤な病気で入院された女性（母上が銚子市出身、65歳）から依頼された私
は、「死亡危急遺言」（民法976条）の作成業務を病床で行い、さいたま家庭裁判所に速やかに
届出を行い、「確認」審判を得ました。女性は，強い希望で銚子市立病院に転院し，１週間後
に急逝されました。私は再び家庭裁判所に届け出て「検認」審判を取得し、遺言執行者として
全遺産の換金や管理の権利義務を負いました。こうして、遺言上未指定の学校法人等に寄附す
べく遺された現金、預貯金、有価証券（不動産は本年３月売却完了）等の遺産は、「弁護士預
り金口座」に徐々に入金、蓄積され、みなし相続税の申告納税義務（遺産総額も納税額も未確
定）を負う中、各種手数料や準備室の作業実費の支出等により微妙に減少しています。
 本短期大学（２年制）の新設構想の目標は、「教育先導型の地方創生」、つまり、教育産業
による地方都市の再生、まちづくり、人づくりです。この考えは、既に国においても「地方大

学・産業創生法」（平成30年）として結実し、首長の指導力と産・官・学・金（金融機関）の
多面的な連携により、地域の中核的産業の振興や専門人材の育成等を行う取組みを「地方大
学・地域産業創生交付金」その他の制度で支援する政策的な仕組みができました。
　現実には、地方大学をどの分野の誰と連携して組み上げられるかが、大きな論点となりま
す。幸い、銚子市には、誘致により千葉科学大学が平成16年に開学しています（現在、危機管
理学部、薬学部、看護学部の３学部）。今回の構想は、私達市民の思いとしては、千葉科学大
学を補完する「介護学部」を、新設する短大の学科として追加するものです。銚子市民と全国
の「関係市民」（新しい市民概念で、厳密には住民登録市民ではないが市と密接に関係する準
市民）が支援する市民構想として実施するものです。その際、国（特に内閣府と総務省）と、
千葉県、とりわけ銚子市民、銚子市、銚子市長、銚子市議会の地方創生事業により支援される
ことが強く期待されます。
　本短大は、銚子産の多様な食材と国定公園内の豊かな自然環境を活用し、AI・IT等の先進
情報技術が導く、生き生きとした高齢化社会の構築に向け、先進的介護人材の育成と教育産業
による地方創生モデル都市の創出を同時に目標としています。団塊の世代の理事長や学長ら自
身を含め、介護の受益者にとって介護教育事業を整備することが緊急の課題であることは明白
です。介護教育機関不足が原因で、資格を有する介護施設職員が不足し、結果として入所希望
高齢者がサービスを受けられないのは、世のため、人のため、家族のため、いかにも悲しいこ
とです。
　本短大が育成する学生は、介護現場業務の介護福祉士だけでなく、デスクワーク型のケアマ
ネジャー、施設長、経営者等への就業を想定し、食材、環境資源、防災および先進情報技術を
高齢者介護に活用できる、質の高い多機能型の介護福祉士です。将来は、食と先進介護の技術
情報と高齢社会とを連携する介護関連企業の起業家や経営者を養成します。
　学校法人の名称は、「太陽系学園」と命名されました。大学は，現役学生や卒業生だけでな
く、関心のある日本中の「関係市民」を巻き込み、寄附とサービスの関係を通じて生涯にわた
る「共生」（きょうせい、ともいき）の中核、太陽系の「太陽」であるべきだ、との見解です。

令和３年10月文科省認可申請　令和４年８月認可　令和５年４月開学（すべて予定）

南東京ライフケア短大設置準備室
理 事 長　野平匡邦
南東京ライフケア短大
学長予定　末廣貴生子、石井幹太
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１．学科内コース

－64－ －65－

１）第１期構想
　先進介護福祉学科３コース（入学定員80名、収容定員160名）
　①食介護コース（入学定員30名、収容定員60名）
　②ＡＩ・ＩＴ介護コース（入学定員30名、収容定員60名）
　③災害介護コース（入学定員20名、収容定員40名）

２）第２期以降の構想
　①２年間の定員確保を確認後、開設３年度目に、入学定員の増加と起業家コース（入学定員
　　20名）の新設とにより、入学定員160名（収容定員320名）とします。
 ②在籍学生の介護福祉士とフードコーディネーター・先進情報活用資格等の「ダブル資格取 
　　得」を目指します。
　③外国人・社会人等を対象とする「別科」（昼夜間２部制）（介護福祉士資格等本科と同様の
　　資格取得が可能）を設置します。
　なお、短大の構想を第１期と第２期に区別するのは、文科省の制度的な枠組みが原因です。
文科省の学校法人新設・短大設置の際の「審査基準」では、「すべての経費は寄附金により厳
格に財源調達しなければならない」とされています。借入金は一切認められないため、新設時
に新規の建物を建てるための資金確保手段として、公的な制度融資すら活用できない。「理事
長個人が借りて学校法人準備社団（非法人）に寄附し、その準備社団が認可後の学校法人に寄
附する」という借入式寄附が認められません。　
　このような文科省の制度的な制約をどう克服するか、開設者としては大変苦戦しています
が、幸運にも、残高証明を提出する最低約２億円の現金は、上記遺産と寄付金とにより達成で
きたので、10月の認可申請は確実に受理される見込みです。さらに，数億円の建設資金も現金
寄附のみで準備する必要があり、この隘路の一部について、協働会社の事業参加（地域銀行融
資を活用可能）により回避可能であることがわかりました。

　学納金と学生寮使用料は全国一格安を目指し、経済的に苦しい学生を特に応援します。
【学生サービスの優れた特色】
　▶日本一格安な学納金（初年度110万円）
　▶先進介護学の志と力量のある専門教授陣によるユニークな介護教育
　▶学生寮：格安日本一・２食付きユニットバス等設置型個室５万5000円／月
　　災害時は避難施設に転換し、被災者に全室開放（学生には移動型居室を無料供給）
　　要介護者を抱えて進学できないヤングケアラーのための家族対応個室も数室準備
　▶日々の学園生活は極めて便利（JR銚子駅徒歩５分の清川町商店街の中心部。当初３年間 
　　は、市立の廃校を利用予定。）
　▶余暇のスポーツ環境日本一：ヨット・サーフィン・テニス・サッカー・磯釣等
　▶多機能型介護士を目指す学生は、併設の介護老人ホームで介助実習した後、「食・AI／ 
　　IT・防災」の３コースの３人が「ONE TEAM」を構成するユニークな教育方式
　▶提携優良介護施設へ就職できる、ユニークな就職斡旋システムの創造

　①優秀な成績で卒業した学生が、千葉科学大学の看護学部または危機管理学部の３学年へ編
　　入できるようにする（学内奨学金支給）
　②卒業後再入学者の学納金を無料支援
　③入学定員は短大設置３年度から160名に増員
　④短大設置５年度目に４年制大学を追加（他都市の他大学と連携する構想）

　団塊世代のための介護の専門人材不足に対応して、国は次のような各種新政策・新制度を決
定しており、短大の設置が実現される好機にあります。緊急のコロナ禍対策の強化の点から考
えても、極めて重要な国家的、地方的課題です。
【新政策・新制度】
　▶低所得家庭の学生に対する大学等学費の支給制度（大学等就学支援法　2020年施行）と給
　　付型奨学金制度（2020年施行）の創設
　▶「介護職員処遇改善加算」制度の整備（2019年施行）
　▶文科省が災害対応教育を推進

　以下に、利用可能な国の支援制度の一覧を示します。非常にメニューが豊かであり、平成16
年当時（銚子市の千葉科学大学誘致時）の地方財政支援の環境とは格段の差です。そのかわ
り、制度利用が複雑な手続きになっており、いわゆる使い勝手が悪い。しかし、政治主導で急
速に改善されつつあるのが優れた実情です。
　１）地方大学・地域産業創生交付金（内閣府／銚子市）
　２）クラウド・ファンディング型ふるさと納税による起業家支援・移住交流促進交付金
　３）地域経済循環創造事業交付金上限5000万円（総務省／銚子市）＋特例融資２倍以上
　４）地方創生拠点整備交付金上限６億円（内閣府／千葉県）
　５）地方創生拠点整備交付金上限４億円（内閣府／銚子市）
　６）地域再生支援利子補給金0.7％が５年間融資地域銀行へ直入
　７）新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金（内閣府／千葉県）

１）学校法人事業
　　学校法人太陽系学園（以下、「学校法人」という。）の事業は、次の４つの期間に区分し
　て行われます。
　①第１期：令和３年～６年度
　　令和３年10月：文科省認可申請
　　令和４年８月頃：文科省認可
　　令和５～６年度（借入金禁止期間）：改造した廃校「SS暫定キャンパス」で開学開業
　　　　　　　　　：暫定短大校舎／暫定本部棟／（民間立）第１学生寮「SS寮」160室
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　　20名）の新設とにより、入学定員160名（収容定員320名）とします。
 ②在籍学生の介護福祉士とフードコーディネーター・先進情報活用資格等の「ダブル資格取 
　　得」を目指します。
　③外国人・社会人等を対象とする「別科」（昼夜間２部制）（介護福祉士資格等本科と同様の
　　資格取得が可能）を設置します。
　なお、短大の構想を第１期と第２期に区別するのは、文科省の制度的な枠組みが原因です。
文科省の学校法人新設・短大設置の際の「審査基準」では、「すべての経費は寄附金により厳
格に財源調達しなければならない」とされています。借入金は一切認められないため、新設時
に新規の建物を建てるための資金確保手段として、公的な制度融資すら活用できない。「理事
長個人が借りて学校法人準備社団（非法人）に寄附し、その準備社団が認可後の学校法人に寄
附する」という借入式寄附が認められません。　
　このような文科省の制度的な制約をどう克服するか、開設者としては大変苦戦しています
が、幸運にも、残高証明を提出する最低約２億円の現金は、上記遺産と寄付金とにより達成で
きたので、10月の認可申請は確実に受理される見込みです。さらに，数億円の建設資金も現金
寄附のみで準備する必要があり、この隘路の一部について、協働会社の事業参加（地域銀行融
資を活用可能）により回避可能であることがわかりました。

　学納金と学生寮使用料は全国一格安を目指し、経済的に苦しい学生を特に応援します。
【学生サービスの優れた特色】
　▶日本一格安な学納金（初年度110万円）
　▶先進介護学の志と力量のある専門教授陣によるユニークな介護教育
　▶学生寮：格安日本一・２食付きユニットバス等設置型個室５万5000円／月
　　災害時は避難施設に転換し、被災者に全室開放（学生には移動型居室を無料供給）
　　要介護者を抱えて進学できないヤングケアラーのための家族対応個室も数室準備
　▶日々の学園生活は極めて便利（JR銚子駅徒歩５分の清川町商店街の中心部。当初３年間 
　　は、市立の廃校を利用予定。）
　▶余暇のスポーツ環境日本一：ヨット・サーフィン・テニス・サッカー・磯釣等
　▶多機能型介護士を目指す学生は、併設の介護老人ホームで介助実習した後、「食・AI／ 
　　IT・防災」の３コースの３人が「ONE TEAM」を構成するユニークな教育方式
　▶提携優良介護施設へ就職できる、ユニークな就職斡旋システムの創造

　①優秀な成績で卒業した学生が、千葉科学大学の看護学部または危機管理学部の３学年へ編
　　入できるようにする（学内奨学金支給）
　②卒業後再入学者の学納金を無料支援
　③入学定員は短大設置３年度から160名に増員
　④短大設置５年度目に４年制大学を追加（他都市の他大学と連携する構想）

　団塊世代のための介護の専門人材不足に対応して、国は次のような各種新政策・新制度を決
定しており、短大の設置が実現される好機にあります。緊急のコロナ禍対策の強化の点から考
えても、極めて重要な国家的、地方的課題です。
【新政策・新制度】
　▶低所得家庭の学生に対する大学等学費の支給制度（大学等就学支援法　2020年施行）と給
　　付型奨学金制度（2020年施行）の創設
　▶「介護職員処遇改善加算」制度の整備（2019年施行）
　▶文科省が災害対応教育を推進

　以下に、利用可能な国の支援制度の一覧を示します。非常にメニューが豊かであり、平成16
年当時（銚子市の千葉科学大学誘致時）の地方財政支援の環境とは格段の差です。そのかわ
り、制度利用が複雑な手続きになっており、いわゆる使い勝手が悪い。しかし、政治主導で急
速に改善されつつあるのが優れた実情です。
　１）地方大学・地域産業創生交付金（内閣府／銚子市）
　２）クラウド・ファンディング型ふるさと納税による起業家支援・移住交流促進交付金
　３）地域経済循環創造事業交付金上限5000万円（総務省／銚子市）＋特例融資２倍以上
　４）地方創生拠点整備交付金上限６億円（内閣府／千葉県）
　５）地方創生拠点整備交付金上限４億円（内閣府／銚子市）
　６）地域再生支援利子補給金0.7％が５年間融資地域銀行へ直入
　７）新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金（内閣府／千葉県）

１）学校法人事業
　　学校法人太陽系学園（以下、「学校法人」という。）の事業は、次の４つの期間に区分し
　て行われます。
　①第１期：令和３年～６年度
　　令和３年10月：文科省認可申請
　　令和４年８月頃：文科省認可
　　令和５～６年度（借入金禁止期間）：改造した廃校「SS暫定キャンパス」で開学開業
　　　　　　　　　：暫定短大校舎／暫定本部棟／（民間立）第１学生寮「SS寮」160室
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　②第２期：令和７年～８年度
　　清川新キャンパス：銚子市清川町３丁目民有地550坪×２カ所を利用予定
　　新短大校舎／新本部棟／第２学生寮「KK寮」開業検討
　③第３期：令和９年～10年度
　　　⑴スポーツキャンパス（太平洋汽船㈱所有・学校法人預託地の黒生町キャンパス１万坪）
　　　⑵介護付き有料老人ホーム建設（廃校の旧小学校、旧中学校、長山町民有地他）
　④第４期：将来、市民のために下記事業を構想している。
　　　⑴小学校区単位の「おとなの小学校」（石井幹太学長構想）
　　　⑵学生・市民・卒業生の活動を支援する「太陽系基金」の造成
　　　⑶世界一トイレ展示利用施設（大手企業と企業版ふるさと納税の活用を協議）
　　　⑷立体錯視パーク（杉原厚吉　明大研究特別教授・東大名誉教授ご協力）
　　　⑸大学武道部（東大空手部等）の合宿・訓練場
　　　⑹日本合唱協会の定期コンサート
　　　⑺美大村：地元画伯ゆかりの元美大教授と美大生の中期滞在型美術研修施設
　　　⑻鴨下葉子画伯等のミニ美術館
　　　　美術館長予定者： 米田耕司（元千葉県立美術館長・前長崎県美術館長）
　　　⑼食材研究所の誘致：ボラの真子と白子の高級食材開発

２）銚子地域の地方再生事業をとりまく直近の状況
　　銚子市では、令和３年３月末に小中学校が３校同時に廃校になり、行政の対応次第で、廃
　校後の借用（購入を含む）の要請を新年度前半にも協議できるという、学校法人にとって好
　適な状況が生じました。既に、令和２年４月に続いて、銚子市の廃校を対象として、市内西
　部地区の旧市立高校、旧猿田小学校の貸与が「猿田小学校公募型プロポーザル要項」の提案
　コンペにより決定され、市民の借用事業が現実に動いています。市内には別の廃校もありま

　すが、この先行事例と直近３校の廃校がないときは、本構想の困難さが増す状況です。
　　また，文科省の審査基準は、施設は借用を認めるが、借入金の利用は申請時から開学後２
　年間一切認めないため、現金や寄附金の獲得能力を持たない市民グループ等は、学校法人や
　短大を創設できない結果となります。開設後の大学が、寄附者の理事長等から債務履行を請
　求され学校経営に苦労することを回避するための老婆心的な防御措置であることは理解しま
　すが、地域の金融機関の融資参加を条件とする総務省の交付金さえも使用できないのは、理
　解に苦しみます。
　　文科省は、この隘路の迂回は、協働会社の主体的事業参加（地域銀行融資資金の活用は可
　能）により可能であると説明し、本件でもこの活用により結果的に迂回できましたが、候補の
　協働会社は５社が謝絶し、６社目のＡ社との交渉で実現しました。80室、160室の学生寮の
　経営に参加する大胆な決断は経営者にとり非常に困難であることを知る結果となりました。

３）期別の事業の詳細
　①第１期：令和３～４年度（銚子市地方創生事業）
　　学校法人は、文科省の上記借入金規制ルールから、下記の第１期の暫定キャンパスでの（２）事
　　業と（３）事業には地方創生拠点整備（施設建設）交付金を申請することはできない（２年間）。
　　⑴学校法人は、銚子市（総務省）へ市民のクラウド・ファンディング型ふるさと納税を企
　　画中：ふるさと起業家支援プロジェクト／ふるさと移住交流促進プロジェクト
　　　　：上限交付金5000万円＋上乗せ地方費最大2500万円を申請
　　⑵旧市立小中学校改造工事：短大校舎／本部棟工事費＋備品購入費
　　　学校法人は、借入金の制約から、自らは、短大校舎／本部棟工事だけを現金獲得可能な
　　　少額の範囲内で発注し、かつ、所有する構想です。校地は借用の予定です。
　　　協働事業会社Ａの下請内装業者は、作業工程上同一業者である必要があります。
　　⑶旧市立小中学校「ＳＳ寮」コロナ対応型80～160個室建築事業
　　　・銚子市ご当局および教育委員会のご協力により、３月に詳細設計が完了し改造工事
　　　　総額が判明の予定
　　　・学校法人は、借入金の制約から、協働事業会社Ａが自ら所有／経営してくれる学生
　　　　寮を５年（利子補給期間）以上借用し、後に
　　　　協議し合意により買取る。ただし、建物を学
　　　　校法人が所有した状態で内装工事をすると、
　　　　内装工事の成果が「付合」（民法242条）によ
　　　　り寄附しないまま学校法人の所有に吸収され
　　　　る問題が発生するので、調整を要する。
　　　・協働事業会社Ａは、学校法人の支援により、
　　　　本事業のため銚子市（総務省）に「地域経済
　　　　循環創造事業交付金」上限5000万円を申請
　　　　する。
　　　・地域融資銀行は協働事業会社Aに所要額（最大
　　　　１億円以上）を特例融資する：無担保・無保
　　　　証・低利10年以内・利子補給0.7％５年付き
　　　・融資に伴う支援：内閣府から地域融資銀行へ
　　　　地域再生支援利子補給0.7％を最長５年間直入
　　　　する
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　②第２期：令和７年～８年度
　　清川新キャンパス：銚子市清川町３丁目民有地550坪×２カ所を利用予定
　　新短大校舎／新本部棟／第２学生寮「KK寮」開業検討
　③第３期：令和９年～10年度
　　　⑴スポーツキャンパス（太平洋汽船㈱所有・学校法人預託地の黒生町キャンパス１万坪）
　　　⑵介護付き有料老人ホーム建設（廃校の旧小学校、旧中学校、長山町民有地他）
　④第４期：将来、市民のために下記事業を構想している。
　　　⑴小学校区単位の「おとなの小学校」（石井幹太学長構想）
　　　⑵学生・市民・卒業生の活動を支援する「太陽系基金」の造成
　　　⑶世界一トイレ展示利用施設（大手企業と企業版ふるさと納税の活用を協議）
　　　⑷立体錯視パーク（杉原厚吉　明大研究特別教授・東大名誉教授ご協力）
　　　⑸大学武道部（東大空手部等）の合宿・訓練場
　　　⑹日本合唱協会の定期コンサート
　　　⑺美大村：地元画伯ゆかりの元美大教授と美大生の中期滞在型美術研修施設
　　　⑻鴨下葉子画伯等のミニ美術館
　　　　美術館長予定者： 米田耕司（元千葉県立美術館長・前長崎県美術館長）
　　　⑼食材研究所の誘致：ボラの真子と白子の高級食材開発

２）銚子地域の地方再生事業をとりまく直近の状況
　　銚子市では、令和３年３月末に小中学校が３校同時に廃校になり、行政の対応次第で、廃
　校後の借用（購入を含む）の要請を新年度前半にも協議できるという、学校法人にとって好
　適な状況が生じました。既に、令和２年４月に続いて、銚子市の廃校を対象として、市内西
　部地区の旧市立高校、旧猿田小学校の貸与が「猿田小学校公募型プロポーザル要項」の提案
　コンペにより決定され、市民の借用事業が現実に動いています。市内には別の廃校もありま

　すが、この先行事例と直近３校の廃校がないときは、本構想の困難さが増す状況です。
　　また，文科省の審査基準は、施設は借用を認めるが、借入金の利用は申請時から開学後２
　年間一切認めないため、現金や寄附金の獲得能力を持たない市民グループ等は、学校法人や
　短大を創設できない結果となります。開設後の大学が、寄附者の理事長等から債務履行を請
　求され学校経営に苦労することを回避するための老婆心的な防御措置であることは理解しま
　すが、地域の金融機関の融資参加を条件とする総務省の交付金さえも使用できないのは、理
　解に苦しみます。
　　文科省は、この隘路の迂回は、協働会社の主体的事業参加（地域銀行融資資金の活用は可
　能）により可能であると説明し、本件でもこの活用により結果的に迂回できましたが、候補の
　協働会社は５社が謝絶し、６社目のＡ社との交渉で実現しました。80室、160室の学生寮の
　経営に参加する大胆な決断は経営者にとり非常に困難であることを知る結果となりました。

３）期別の事業の詳細
　①第１期：令和３～４年度（銚子市地方創生事業）
　　学校法人は、文科省の上記借入金規制ルールから、下記の第１期の暫定キャンパスでの（２）事
　　業と（３）事業には地方創生拠点整備（施設建設）交付金を申請することはできない（２年間）。
　　⑴学校法人は、銚子市（総務省）へ市民のクラウド・ファンディング型ふるさと納税を企
　　画中：ふるさと起業家支援プロジェクト／ふるさと移住交流促進プロジェクト
　　　　：上限交付金5000万円＋上乗せ地方費最大2500万円を申請
　　⑵旧市立小中学校改造工事：短大校舎／本部棟工事費＋備品購入費
　　　学校法人は、借入金の制約から、自らは、短大校舎／本部棟工事だけを現金獲得可能な
　　　少額の範囲内で発注し、かつ、所有する構想です。校地は借用の予定です。
　　　協働事業会社Ａの下請内装業者は、作業工程上同一業者である必要があります。
　　⑶旧市立小中学校「ＳＳ寮」コロナ対応型80～160個室建築事業
　　　・銚子市ご当局および教育委員会のご協力により、３月に詳細設計が完了し改造工事
　　　　総額が判明の予定
　　　・学校法人は、借入金の制約から、協働事業会社Ａが自ら所有／経営してくれる学生
　　　　寮を５年（利子補給期間）以上借用し、後に
　　　　協議し合意により買取る。ただし、建物を学
　　　　校法人が所有した状態で内装工事をすると、
　　　　内装工事の成果が「付合」（民法242条）によ
　　　　り寄附しないまま学校法人の所有に吸収され
　　　　る問題が発生するので、調整を要する。
　　　・協働事業会社Ａは、学校法人の支援により、
　　　　本事業のため銚子市（総務省）に「地域経済
　　　　循環創造事業交付金」上限5000万円を申請
　　　　する。
　　　・地域融資銀行は協働事業会社Aに所要額（最大
　　　　１億円以上）を特例融資する：無担保・無保
　　　　証・低利10年以内・利子補給0.7％５年付き
　　　・融資に伴う支援：内閣府から地域融資銀行へ
　　　　地域再生支援利子補給0.7％を最長５年間直入
　　　　する
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清川町本部キャンパス予定地

注１：建設工事費は決まっていないため、歳出には建設工事費の借入金の償還経費は入れて
　　　いない。人件費と奴件費の経常的な経費だけを見込んだ。

表１　損益計算書（入学定員80名：3年後入学定員160名に倍増）15年間の推移

－68－ －69－

　②第２期：令和７年度
　　学校法人は、千葉県と銚子市（内
　　閣府）に地方創生拠点整備交付金
　　２件を申請する。
　　学校法人は、下記事業を文科省の
　　融資解禁（１期生卒業）後に着手
　　する。
　　⑷千葉県地方創生事業１：清川町
　　　短大校舎・本部棟新築工事／土
　　　地購入事業
　　　千葉県地方創生事業：地方創生
　　　拠点整備交付金（上限交付額６
　　　億円）を申請する。
　　　・協働事業会社Ｂ（本社千葉県
　　　　外）の工事受注：発注者は学
　　　　校法人。土地取得は学校法人
　　　　の独自事業で、交付金の対象
　　　　外
　　　・地域融資銀行の融資先：学校
　　　　法人：無担保・無保証・低利
　　　　10年以内・利子補給0.7％５
　　　　年間
　　　・融資に伴う支援：内閣府から
　　　　地域融資銀行へ地域再生支援
　　　　利子補給0.7％を最長５年間
　　　　直入する　　
　　⑸銚子市地方創生事業２：第２学
　　　生寮「KK寮」コロナ対応80～160
　　　個室追加新築事業銚子市地方創
　　　生事業：地方創生拠点整備交付
　　　金（交付上限額４億円）を申請
　　　する。
　　　・協働事業会社Ｂの工事請負：
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　　　・融資に伴う支援：内閣府から地域融資銀行へ地域再生支援利子補給0.7％を最長５年
　　　　間直入する

４）短大設置のための地方創生事業採択要件と課題
　①採択４要件：Ａ自立性・Ｂ官民協働・Ｃ地域間連携・Ｄ政策間連携
　　このうち、大学設置に関しては、特に「C地域間連携」が難問です。大学設立に関連して、 
　　複数の都市が共有する課題を連携して履行する必要があるからです。

　②ソフト事業割合件２割（原則５割）以上要件：ハード事業要割合件は８割（原則５割）以上
　　：大学経営をソフト事業と見なせるので、達成可能でしょう。

５）経営収支の概況（15年間）
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月刊コアをおすすめします！神奈川県相模原市・㈱小池設備の女性社員の皆さん
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